
 

1 

 

事 後 評 価 調 書 

Ⅰ 事業概要 

事 業 名 街路事業 

地 区 名 都市計画道路 穴田春雨線 

事業箇所 瀬戸市西郷地内～瀬戸市一里塚町地内 

事業のあ

らまし 

(都)穴田春雨線は、瀬戸市東部を南北に走る地区幹線道路である。 

このうち、当該事業区間は、祖母懐小学校の通学路に指定されているが歩道が狭小である事に

加え、周辺に陶土を生産する工場が立地しているためダンプ等の大型車も多く、自転車及び歩行

者の安全確保が求められていた。また、東海環状自動車道｢せと赤津インターチェンジ｣と瀬戸市

中心部を結ぶ幹線機能を担う路線であるが、車道も狭小箇所が多数存在しており、渋滞が発生し

ていた。 

このため「交通安全対策の強化」、「アクセス機能の強化」を主な目的として街路整備を実施し

たものである。 

事業目標 

【達成（主要）目標】 

①交通安全対策の強化 

②アクセス機能の強化 

【副次目標】 

－ 

事 業 費 
事業費 内訳 

51.0億円 □工事費 4.6億円、□用補費  42.6億円、□その他  3.8億円 

事業期間 採択年度 平成9年度 着工年度 平成9年度 完成年度 平成23年度 

事業内容 
 街路整備 

延長647m 幅員：18～30m（２車線） 

Ⅱ 評価 

①
事
業
目
標
の
達
成
状
況 

1) 主要目

標の達

成状況 

【達成状況】 

○交通安全対策の強化 

 ・通学路の歩道が整備されたことにより、児童の安全が確保され、交通安全対策が強化。

 ・地元の小学校においても、安全性の向上を実感。 

○アクセス機能の強化 

・東海環状自動車道の瀬戸市街地からせと赤津インターチェンジへのアクセス強化が図ら

れた。 

・平日交通量は整備前が3,500台/12hであったものが整備後は7,200台/12hと整備前の約

２倍となっており、生活及び産業の効率化に貢献。 

【達成状況に対する評価】 

 当該事業の整備により、交通安全対策の強化、アクセス機能を強化する基盤整備が図られ、

事業目標は十分に達成している。 

 

2) 副次目

標の達

成状況 

【達成状況】 

－ 

【達成状況に対する評価】 

－ 

（別紙３）
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②
事
業
効
果
の
発
現
状
況 

【費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化】 

  事業採択時 再評価時 実績 備考 

事業期間 H9～H13 H9～H19 H9～H23   

事業費 

(億円) 

工事費 3.4 4.6 4.6   

用地補償費 53.8 44.1 42.6   

その他 2.8 3.2 3.8   

合計 60.0 51.9 51.0   

効果の 

算定要因 
計画交通量 8,600台/日 9,100台/日 9,200台/日※ 

 

※交通量調査結果に、H22センサスの昼夜率を乗じて算出

【事業期間に対する評価】 

 ・当初段階で想定困難な事案（用地補償の難航などの予期せぬ事態など）による遅延のた

め、やむを得ないものと判断 

【事業費に対する評価】 

 ・用地補償において当初予定を実績額が下回ったため、総事業費を圧縮することができた。

（当初事業費60億円、実事業費51億円） 

【効果の算定要因に対する評価】 

・瀬戸市街からせと赤津ＩＣまでの所要時間が開通前１１分→開通後９分と短縮している

ことから、目標に即した効果はあったと考える。 

③
事
業
実
施
に

よ
る
環
境
の
変

化 ・沿道住民や地域に与えるマイナス影響や自然破壊へ与えた負荷は特に認められなかった。

 

Ⅲ 対応方針（案） 

今後の事後評

価の必要性 

当初の事業目標に対して目的を達成しており、事業の有効性が認められたので、今後の事後

評価の必要性は無い。 

改善措置の必

要性 

当初の事業目標に対する効果が発現しており、新たな課題も見られないため、改善措置の必

要性はない。 

同種事業に反

映すべき事項 

特になし 

Ⅳ 事業評価監視委員会の意見 

都市計画道路 穴田春雨線の対応方針(案)［改善措置等必要なし］を了承する。 

Ⅴ 対応方針 

改善措置等必要なし 

 


